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資料２－２ 

公立大学法人大阪府立大学役員報酬規程の一部を改正する規程 

 
公立大学法人大阪府立大学役員報酬規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 
平成20年3月26日 

 
公立大学法人大阪府立大学 理事長 南 努 

 
公立大学法人大阪府立大学規程第15号 
 
公立大学法人大阪府立大学役員報酬規程の一部を改正する規程 

 
公立大学法人大阪府立大学役員報酬規程（平成17年公立大学法人大阪府立大学規程第４号）の一部を

次のように改正する。 
改 正 後 現   行 

 

第１条～第11条 （略） 

 

附 則 

１、２ (略)  

 

（報酬の特例） 

３ 常勤の役員の給料の月額は、平成１７年４月

１日から平成２３年３月３１日までの間におい

て、第４条の規定及び前項の規定にかかわらず、

これらの規定により定められる額からその１０

０分の２に相当する額を減じた額とする。ただ

し、地域手当（賞与の額の算出の基礎となるも

のに限る。)及び賞与並びに退職手当の額の算出

の基礎となる給料の月額は、同条に定める額と

する。 

４ 第６条の規定にかかわらず、平成１７年４月

１日から平成２３年３月３１日までの間におけ

る基準日に係る常勤の役員の賞与の額は、それ

ぞれの当該基準日に係る同条に定める額からそ

の１００分の１０に相当する額（その額に１円

未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）

を減じた額とする。 

 

 附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２０年４月１日から施行す

る。 

 

第１条～第11条 （略） 

 

附 則 

１、２ (略)  

 

（報酬の特例） 

３ 常勤の役員の給料の月額は、平成１７年４月

１日から平成２０年３月３１日までの間におい

て、第４条の規定及び前項の規定にかかわらず、

これらの規定により定められる額からその１０

０分の２に相当する額を減じた額とする。ただ

し、地域手当（賞与の額の算出の基礎となるも

のに限る。)及び賞与並びに退職手当の額の算出

の基礎となる給料の月額は、同条に定める額と

する。 

４ 第６条の規定にかかわらず、平成１７年４月

１日から平成２０年３月３１日までの間におけ

る基準日に係る常勤の役員の賞与の額は、それ

ぞれの当該基準日に係る同条に定める額からそ

の１００分の１０に相当する額（その額に１円

未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）

を減じた額とする。 
 
（追加） 

 
 

 


